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公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に関する勧告について 

 

 

本日、当社は公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」という。）

の規定に違反する事実が認められた旨の勧告を受けたため、以下にご報告いたします。 

 

これは、当社が本件に関する商品仕入先業者様に対し、各社様との契約に基づき本来の

手形での支払いに代えて支払総額の半額を現金で支払うに際し、その一部を受領していた

行為が下請法第４条第１項第３号（下請代金の減額の禁止）の規定に抵触すると判断され

たものであります。 

 

本件に関して当社は、平成 27 年４月に、該当取引先様に対し「減じた額」と認められ

た金額 65,142 千円（仮払消費税 3,102 千円を含む）について、その全額を既に返還して

おり、また、平成 26 年２月１日以降においては上述した行為は行っておりません。 

 

当社といたしましては、今回の勧告を真摯に受け止め、勧告内容を役員及び全従業員に

周知徹底するとともに、全社のコンプライアンス意識の向上と再発防止に鋭意努めてまい

る所存でございます。 

 

ご関係者の皆様には、ご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳なく、ここに深く  

お詫び申しあげます。 

 

 

以 上 


